
 

 

令和 4 年 6 月 

浜田市議会定例会議議案 

 

 

 

 

 

 令和 4 年 6 月 15 日 



令和 4 年 6 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

議案第 41 号 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の

使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例について 

議案第 42 号 浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

議案第 43 号 浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例の一部を改正する条例につい

て 

議案第 44 号 浜田市水道事業審議会条例の一部を改正する条例について 

議案第 45 号 指定管理者の指定について（浜田市ふるさと体験村施設） 

議案第 46 号 財産の取得について（高規格救急自動車） 

議案第 47 号 財産の取得について（小型動力ポンプ付軽積載車） 

議案第 48 号 市道路線の廃止について（今福 82 号線外） 

議案第 49 号 令和 4 年度浜田市一般会計補正予算（第 3 号） 

報告第 3 号 専決処分の報告について（浜田市税条例等の一部を改正する条

例） 

報告第 4 号 専決処分の報告について（令和 3 年度浜田市一般会計補正予算

（第 15 号）） 

報告第 5 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第 6 号 令和 3 年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

報告第 7 号 令和 3 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

報告第 8 号 令和 3 年度浜田市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告に

ついて 

報告第 9 号 放棄した市の私債権の報告について 

報告第 10 号 放棄した市の私債権の報告について 
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議案第 41 号 

 

浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の

公営に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公

営に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の

公営に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の

公営に関する条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用

の公営に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 8 号）の一部を次のように改

正する。 

第 4 条第 2 号ア中「1 万 5,800 円」を「1 万 6,100 円」に改め、同号イ中

「7,560 円」を「7,700 円」に改める。 

（浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成

の公営に関する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作

成の公営に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 9 号）の一部を次のように

改正する。 

第 4 条中「525 円 6 銭」を「541 円 31 銭」に、「11 万 7,991 円」を「12

万 175 円」に改める。 

（浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公

営に関する条例の一部改正） 

第 3 条 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の

公営に関する条例（平成 20 年浜田市条例第 4 号）の一部を次のように改正

する。 

第 4 条及び第 5 条中「7 円 51 銭」を「7 円 73 銭」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙

運動用自動車の使用の公営に関する条例、浜田市の議会の議員及び長の選

挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び浜田市の

議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する

条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期

日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示

された選挙については、なお従前の例による。  
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議案第 42 号 

 

浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

浜田市放課後児童クラブ条例（平成 17 年浜田市条例第 133 号）の一部を次

のように改正する。 

第 2 条の表雲城地区児童クラブの項中「金城町七条イ 982 番地」を「金城

町下来原 1541 番地 5」に、「40 人」を「50 人」に改める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議案第 43 号 

 

浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

  



6 

浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例の一部を改正する条例 

 

浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例（令和元年浜田市条例第 37 号）の一部を

次のように改正する。 

第 1 条中「浜田市原井町 3050 番地に」を削り、同条の次に次の 1 条を加え

る。 

（名称及び位置） 

第 1 条の 2 荷捌所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

4 号荷捌所 浜田市原井町 3025 番地 

7 号荷捌所 浜田市原井町 3050 番地 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、規則で定める日から施行する。 

（準備行為） 

2  この条例による改正後の浜田市浜田漁港水産物荷捌所条例の規定に基づ

く同条例第 2 条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその

他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

  



7 

議案第 44 号 

 

浜田市水道事業審議会条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市水道事業審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市水道事業審議会条例の一部を改正する条例 

 

浜田市水道事業審議会条例（平成 31 年浜田市条例第 14 号）の一部を次の

ように改正する。 

第 8 条中「管理課」を「水道管理課」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 4 年 10 月 1 日から施行する。 
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議案第 45 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市ふるさと体験村施設） 

 

浜田市ふるさと体験村施設の管理について、指定管理者の指定をしたいの

で、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

施設の名称 浜田市ふるさと体験村施設 

指定管理者 住 所：浜田市弥栄町長安本郷 544 番地 1 

名 称：弥栄のみらい創造会議 

代表者：会長 石 橋 正 夫 

指定の期間 令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 46 号 

 

   財産の取得について 

 

 浜田消防署高規格救急自動車更新のため次のとおり財産を取得することに

ついて、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及び浜田市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定により、議会の議決を

求める。 

 

  令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1 取得する財産   高規格救急自動車 1 台 

2 取得の方法    購入（指名競争入札） 

3 取得予定価格   33,536,315 円 

4 契約の相手方   松江市西津田 1 丁目 7 番 24 号 

           島根トヨタ自動車株式会社 

           代表取締役 野々村 健 造 
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議案第 47 号 

 

   財産の取得について 

 

 浜田市消防団小型動力ポンプ付軽積載車更新のため次のとおり財産を取得

することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及び浜田市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定により、議

会の議決を求める。 

 

  令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   
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1 取得する財産   小型動力ポンプ付軽積載車 4 台 

2 取得の方法    購入（指名競争入札） 

3 取得予定価格   24,640,000 円 

4 契約の相手方   松江市東朝日町 233 番地 4 

           株式会社 吉谷 

           代表取締役 長 見 秀 男 
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議案第 48 号 

 

市道路線の廃止について 

 

次のとおり市道の路線を廃止することについて、道路法第 10 条第 3 項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



起       点

終       点

金城町今福1458番6地先

金城町今福1458番2地先

金城町上来原86番2地先

金城町上来原84番1地先

旭町丸原380番3地先

旭町丸原380番2地先

以下余白

2.6 m44-3-026 上来原26号線 75.0 m 4.8 m

市道廃止路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最大幅員 最小幅員

4.0 m

42-3-082 今福82号線 170.4 m 7.5 m 2.8 m

51-3-097 今市97号線 369.2 m 10.8 m
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廃 止

詳細図

廃 止

今福82号線

延長 170.4m

幅員 2.8m～7.5m

16



廃 止

詳細図

廃 止

上来原26号線

延長 7560m

幅員 266m～465m

17



廃 止

詳細図

廃 止

今市97号線

延長 369723

幅員 4703～10783
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